
1 

１-１ 新庁舎と本庁舎別館の構造計画 

（１） 耐震安全性の分類 

 新庁舎、本庁舎別館の整備にあたっては、基本構想に掲げる基本方針１に基づき、多様化す

る災害に対する安全性、防災機能の充実・強化及び業務継続機能を有する事が求められます。 

耐震安全性の分類は、国土交通省が国の官庁施設等を対象に定めた「官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準」による分類を準用して定めます。なお、同基準によると、災害応急対策活動

に必要な官庁施設で多数の者が利用する官庁施設等は構造II類以上を確保することとされてい

ます。 

なお、倉庫・書庫等としての活用を想定する花咲庁舎については、平成９年に耐震補強工事

が行われています。 

 

表 - 耐震安全性の分類 

 

  

部位 分 類 耐震安全性の目標 対象とする施設

Ⅰ類
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物
を使用できることを目標とし、人命の安全確保に
加えて十分な機能確保が図られるものとする

・災害応急対策活動に必要な施設のうち特に
　重要な施設
・多量の危険物を貯蔵又は使用する施設、
　その他これに類する施設

Ⅱ類
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく
建築物を使用できることを目標とし、人命の安全
確保に加えて機能確保が図られるものとする

・災害応急対策活動に必要な施設
・地域防災計画において避難所等として位置
　付けられた施設
・危険物を貯蔵又は使用する施設
・多数の者が利用する施設ただし、分類Ⅰ類
　に該当する施設は除く

Ⅲ類
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じる
が、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを
目標とし、人命の安全確保が図られるものとする

・分類Ⅰ類及びⅡ類以外の施設

Ａ類

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行うう
え、又は危険物の管理のうえで支障となる建築非
構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標
とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が
図られるものとするまた、機能の停止が許されな
い室においては、要求される機能に応じた検討を
行う

・災害応急対策活動に必要な施設
・多数の者が利用する施設
・地域防災計画において避難所として位置
　付けられた施設
・危険物を貯蔵又は使用する施設

Ｂ類

大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が
発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の
防止が図られていることを目標とするＡ類の官庁
施設の一般室についても同様とする

・多数の者が利用する施設
・その他、分類Ａ類以外の施設

甲類

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止
が図られているとともに、大きな補修をすること
なく、必要な設備機能を相当期間継続できること
を目標とする

・災害応急対策活動に必要な施設
・危険物を貯蔵又は使用する施設

乙類
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止
が図られていることを目標とする

・地域防災計画において避難所として位置
　付けられた施設
・分類甲類以外の施設

※出典：官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国交省大臣官房官庁営繕部 平成25年制定）
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（２） 本市において想定される大地震 

2020 年 1 月 24 日、地震調査研究推進本部地震調査委員会が発表した次の地震の発生可能性

評価においては、南海トラフ地震について、マグニチュード 8～9 クラスの地震の 30 年以内の

発生確率が 70～80％とされ、首都直下地震についてもマグニチュード 7 程度の地震の 30 年以

内の発生確率が 70％程度と予測されています。いずれの大地震においても本市の広い地域で震

度 6強から 6弱の強い揺れになることが想定されています。 

さらに、5市町の庁舎が損壊または損傷した熊本地震の甚大な被害を受け、平成 30年 5月に

国土交通省住宅局は「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」を示しており、

このガイドラインでは庁舎等を想定し、市町村は地域防災計画や組織の業務継続計画（BCP）に

基づき、機能継続の目標を自ら定めることとされ、建築基準法で想定する極めて稀に発生する

地震動を標準としつつ、より大きな地震動を想定することも可能とするなどの指針が示されて

います。 

 

（３） 耐震安全性の目標設定 

庁舎機能の災害時の業務継続機能や、今後、高い確率で発生が予想される大地震の本震・余

震を含む庁舎機能への影響などを考慮して、新庁舎、本庁舎別館の耐震安全性の目標を設定し

ます。 

 

① 新庁舎 

本市における防災拠点として重要な役割を果たす新庁舎は、より耐震性能の高い構造とし、

構造体「Ⅰ類」、建築非構造部材「Ａ類」、建築設備「甲類」を目標とします。 

 

② 本庁舎別館 

本庁舎別館は、平成５年に建設された新耐震基準の建築物であるものの、建築後に鉄骨造等

に関わる建築関連法の改正がされていることを踏まえ、基本設計時に耐震診断を実施のうえ、

防災拠点の一翼を担う庁舎機能として必要な耐震性能を確保することを目標に改修計画を検討

するものとします。 
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１-２ 庁舎の Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）1（ZEB）化につ

いて 

（１） ZEB化の検討の目的 

新庁舎、本庁舎別館の整備にあたっては、基本構想に掲げる基本方針３に基づき建物の省エ

ネルギー化技術の導入による低炭素型まちづくりに寄与することが求められています。 

基本計画時点においては、全国のZEB化した庁舎事例を調査し、新庁舎・本庁舎別館に適用す

る場合の建設費に関する概要の検討と、ZEB化に関する補助金等に関する情報について調査・と

りまとめ、本基本計画にZEB化に関する方針を盛り込むことを目的とします。 

本検討における「ZEB化」とは、下図による「ZEB（ゼブ）」、「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」、

「ZEB Ready（ゼブレディ）」、「ZEB Oriented（ゼブオリエンテッド）」のいずれかとすることを

指します。 

なお、花咲庁舎については倉庫・書庫としての活用を想定していること、市役所として活用

する部分が建物の一部であることからZEB化の検討から除きます。 

（２） ZEB化の必要性について 

本市では、令和３年２月１５日に山梨県主催の「ストップ温暖化やまなし会議」において、

県及び県内全市町村とともに「ゼロカーボンシティ宣言」を共同表明し、2050年までに温室効

果ガスの実質排出ゼロを目指すこととしています。 

また、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策のあり方検討会（国交省・経産省・環

境省）」においては、公的機関による率先した取組が求められており、本市においても温室効果

ガスの排出量の削減のためZEB化を検討します。 

また、庁舎をZEB化した場合の副次的な効果として、創エネ設備の導入による災害レジリエン

スの強化、省エネルギー化によるライフサイクルコストの削減にも寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 – Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）（ZEB）化の概要 

 

  

 
1 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建

物のこと。省エネによって使うエネルギーをへらし、創エネ（太陽光発電等）によって、使う分のエネルギー

をつくることで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにした建物のこと。 
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（３） 本計画における ZEB化について 

ZEB化の方針を基本計画に盛り込むにあたっては、ZEB化が実行可能か判断するため、ZEB化し

た庁舎の事例を調査し、新庁舎、本庁舎別館におけるZEB化の考え方を整理しました。 

 

① 新庁舎 

新庁舎の建設費は2028年度時点を想定し650千円/㎡を見込んでいますが、事例調査によるZEB

化庁舎の建設費の平均は654千円/㎡（2028年時点に補正後）となっています。また、ZEB化にあ

たっては「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国交省・厚生労働

省連携事業）」による国の補助を受ける事が出来るため、本計画においてもZEB化は可能である

と考えられます。 

以上のことから、ZEB化による脱炭素社会の実現、災害レジリエンスの強化を目的として、新

庁舎についてはZEB化を目標とします。なお、ZEBの等級については基本設計時に検討するもの

とします。 

 

② 本庁舎別館 

本庁舎別館の現状の外皮性能は、外壁：無断熱、屋根：グラスウール100mmのみであり、ZEB

化に必要なレベル（省エネ法基準の50％削減）に改修するには、外皮の全面的な改修が必要と

なるうえ、設備仕様も大幅な更新が必要となることが考えられます。 

詳細な改修内容についても現時点で想定することが難しく、実現が困難な場合も考えられる

ため、現時点ではZEB化を目標とせず、断熱性能の強化、および省エネルギー設備機器の導入を

目標とします。 

 

（参考資料）建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業の概要 
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（４） 事例調査

自治体のHP等で公開されている情報を基にZEB化庁舎について調査を行いました。 

調査の結果、ZEB化した場合の建設費単価は約492千円/㎡となっています。 

表 – ZEB化庁舎事例一覧表 

 

 

 

 

 

建設費デフレーターによる補正 
（2020年→2028 年 107.9 ⇒ 141.2） 

※事例は 2020 年度時点のものと仮定して補正

㎡単価の加重平均 492,459 2028 年度時点：654 千円/㎡ 

都道府県 長崎県 滋賀県 静岡県 北海道 徳島県 群馬県 東京都 北海道

物件名 長崎市庁舎 守山市新庁舎 島田市新庁舎 旭川総合庁舎 鳴門市新庁舎 桐生市新庁舎 国分寺市新庁舎 網走市新庁舎

主要構造
鉄骨造

鉄筋コンクリート造
免震構造

鉄骨造
鉄筋コンクリート造

免震構造
鉄骨造

鉄骨造
鉄筋コンクリート造

免震構造

鉄骨造
鉄筋コンクリート造

鉄骨造
鉄筋コンクリート造

免震構造
鉄筋コンクリート造

新築/改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

建設費（円） 25,100,000,000 5,750,000,000 6,930,000,000 11,872,620,000 5,650,000,000 7,480,000,000 8,916,777,000 3,330,000,000

延床面積（㎡） 51,752 12,990 11,450 24,598 11,063 12,275 21,784 6,445

㎡単価（円/㎡） 485,001 442,648 605,240 482,666 510,728 609,376 409,327 516,695

階数
地上19階、

地下1階、塔屋1階
地上4階 地上4階 地上9階、地下1階

地上5階
（6階：塔屋等）

地上5階
地下1階
地上5階

地上5階建て

竣工時期 2023年1月4日 2023年8月14日 2023年9月24日 2023年11月6日 2024年1月31日 2025年10月31日 2025年1月1日 2024年10月1日

設計者

山下設計・建友社設
計

・有馬建築設計事務
所JV

隈・安井設計共同企
業体

石本建築事務所
設計：久米・柴滝・

中原JV
久米設計

NTTファシリティー
ズ

施工業者
清水建設・西海・長

崎土建JV
株式会社竹中工務店

木内・大河原・アー
ク東海JV

施行：【建築】新
谷・荒井・高・田

中・タカハタJVほか

関東・吉田・桐生・
野村JV

丸田・土屋・夏見JV

ZEB等級 ZEBReady ZEBReady ZEBReady ZEBReady相当以上 ZEBReady ZEBReady ZEB Ready ZEB Ready

前田建設・吉成建
設・内藤廣建築設計

JV

竹中・石本・セット
設計JV
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（５） 補助事業等 

ZEB化する場合の補助金について環境省HPで公開されている情報を参照すると、本計画におい

て対象となる補助事業は「レジリエンス強化型ZEB実証事業」が該当すると考えられ、その場合

の補助率は、最低でも補助対象経費の1/2以上とされています。（上限は5億円） 

 

表 – 環境庁のZEB関連補助事業一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：環境省 HP（2023.6 時点） 

  

事業名 対象者 フェーズ 制度概要

【制度概要】
災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設（庁舎、公民館等の集会所、学校
等）及び自然公園内の業務用施設（宿舎等）において、停電時にもエネルギー供給が可能で
あって換気機能等の感染症対策も備えたレジリエンス強化型のZEBに対して支援します。

【補助対象】
対象者：地方公共団体（延床面積制限なし）、民間団体（新築：延床面積10,000㎡未満、既
築：2,000㎡未満）
対象設備等：ZEB実現に寄与する設備（空調、換気、給湯、BEMS装置等）

【補助概要】
新築
『ZEB』：補助対象経費の2/3
Nearly ZEB：補助対象経費の3/5
ZEB Ready：補助対象経費の1/2
既築
『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready：補助対象経費の2/3
（補助金額上限：5億円）

【制度概要】
地方公共団体所有施設及び中小規模の民間業務用ビル等に対しZEBの実現に資する省エネ・省

CO2性の高いシステム・設備機器等の導入を支援します。

【補助対象】
対象者：地方公共団体*（延床面積制限なし）、民間団体（新築：延床面積10,000㎡未満、既
対象設備等：ZEB実現に寄与する設備（空調、換気、給湯、BEMS装置等）
＊都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く

【補助概要】
新築
『ZEB』：補助対象経費の3/5
Nearly ZEB：補助対象経費の1/2
ZEB Ready、ZEB Oriented：補助対象経費の1/3
既築
『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented：補助対象経費の2/3
（延床面積2,000㎡未満のZEB Ready、10,000㎡未満のZEB Orientedは対象外）
（補助金額上限：5億円）
※大規模民間建築物（新築：延床面積10,000㎡以上、既築：延床面積2,000㎡以上）は、経済
産業省「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援」を参照ください

【制度概要】
既存民間建築物において省エネ改修を行いつつ、運用改善によりさらなる省エネの実現を目

的とした体制を構築する事業を支援します。導入前の設備に比してCO2排出量を30％以上削減

できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の

【補助対象】
対象者：建築物を所有する民間企業等
対象設備等：空調、換気、給湯、BEMS装置等

【補助概要】
補助対象経費の1/3（上限：5,000万円）

【制度概要】
オーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書（グリーンリース（GL）

契約等）を結び、協働して省CO2化を図る事業を支援します。導入前の設備に比してCO2排出量

を20％以上削減できる設備を導入するとともに、ビル所有者とテナントにおけるグリーン
リース契約の締結を行う事業を対象とします。

【補助対象】
対象者：テナントビルを所有する法人、地方公共団体等
対象設備等：空調、換気、給湯、BEMS装置等

【補助概要】
補助対象経費の1/3（上限：4,000万円）

民間建築物等における

省CO2改修支援事業
民間建築物 既築

テナントビルの省CO2改

修支援事業

公共施設
民間建築物

既築

レジリエンス強化型
ZEB実証事業

公共施設
民間建築物

新築・既築

ZEB実現に向けた先進
的省エネルギー建築物
実証事業

公共施設
民間建築物

新築・既築
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１-３ 新庁舎の木造化の検討 

令和 3年 10月 1日に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における

木材の利用の促進に関する法律」、及び林野庁が定めた「建築物における木材の利用の促進に関

する基本方針」に基づき、本市においても脱炭素社会の実現に向けて「大月市内の公共建築物

等における木材の利用の促進に関する方針（以下、市方針という）」が定められ、建築物の

建設時の木材の利用を促進しています。 

市役所庁舎についても、市方針「第３ ４（１）木材の利用を促進すべき公共建築物」に指

定され、「計画時点において、コストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、積極的に木

造化を促進する」とされています。 

市方針を受け、本基本計画では、新庁舎の主要構造部を木造化する場合の計画条件を整理し

木造化の可能性について検討する事とします。なお、本庁舎別館については、鉄骨造の既存建

物を活用するため木造化の検討は省略します。 

また、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設等、木造化になじまな

い又は木造化を図ることが困難であると判断される部分については、必ずしも木造化を推進し

ないものとされています。 

 

（１） 計画条件の整理 

新庁舎の建築計画、及び配置条件に関する条件について整理し新庁舎の木造化が可能か判断

します。 

 

① 建築計画 

新庁舎の木造化の検討に際し、想定する建築計画は以下のとおりです。 

  

＜建築計画（※）＞ 

延床面積：約 2,500㎡ 

想定階数：4 階以下（地上部） ※日影の影響を考慮 

建物高さ：16ｍ以下 

建物用途：事務所用途（庁舎） 

主要構造：木造 

※ 建築計画は基本計画時点の想定であり、今後の基本設計・実施設計で変更となる場合があります。 
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② 配置条件

計画地の都市計画（地域地区の指定状況）等による規制などをまとめた配置条件は下図のと

おりです。 

図 - 計画地の配置条件 

新庁舎 
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③ 耐火性能の条件 

庁舎の主要構造部を木造化する場合は、規模や階数、防火地域の指定の有無によって求めら

れる耐火性能が異なります。①建築計画、②配置条件から、新庁舎を木造化する場合に求めら

れる耐火性能を下表のとおり整理しました。 

防火地域の指定が無い区域に配置する場合は、4階建ての場合は「ア 準耐火建築物（75分準

耐火＋防火区画）」、3階以下の場合は耐火性能を求められない「イ その他建築物」となります。 

防火地域の指定がある区域に配置する場合は、4階建ての場合は「ウ 耐火建築物」、3階以下

の場合は「エ 延焼防止建築物（外殻強化型）」となります。 

なお、防火地域の指定の異なる区域に跨って配置する場合は、それぞれの区域にある部分に

ついて、要求される耐火性能を満たし、それぞれ防火上有効に区画されている必要があります。 

 

表 - 求められる耐火性能の整理 

地階を除く

階数 

防火地域の指定 

指定なし 防火地域 

4 階 
ア 準耐火建築物 

（75 分準耐火+防火区画） 

ウ 耐火建築物 

ルート A：耐火構造 

ルート B：耐火性能検証法 

3 階以下 イ その他の建築物（※） 
エ 延焼防止建築物 

（外殻強化型） 

※ 耐火建築物、準耐火建築物（火災時倒壊防止建築物（1 時間未満）と避難時倒壊防止建築物（1 時間未満）

を含む）、延焼防止建築物、準延焼防止建築物以外の建築物をいいます。 

 

④ 木造化した場合の耐火性能について 

主要構造部を木造とした場合についても、平成 30 年の建築基準法の改正により、せっこうボ

ードを用いた木造耐火構造など、木材をせっこうボードで被覆する事で耐火建築物とすること

が可能2となっており、その他にも燃えしろ設計3や大臣認定を取得した木造耐火構造4を用いる事

で、ア～エの耐火性能を満たすことが可能です。 

  

 
2 せっこうボードを用いた木造耐火構造の外壁、間仕切壁の仕様の告示（平成 26 年国交省告示第 861 号）に加

えて、耐火構造の構造方法を定める件（平成 12 年建設省告示第 1399 号）の一部が平成 30 年に改正され、せっ

こうボードを用いた木造耐火構造の柱・床・屋根・階段の仕様が告示化されています。 
3 柱や梁などを通常よりも太くし、柱の表面が燃えても建物が崩壊しないようにする主に準耐火構造に採用され

る設計方法のことです。 
4 構造部材をせっこうボードなどで防火被覆した「メンブレン型耐火構造」や、鉄骨を集成材などの木材の厚板

で被覆した「木質ハイブリッド部材」、構造用集成材の柱やはりに、せっこうボードなどで防火被覆した耐火構

造や部材内部に燃え止り層を設けた「被覆型耐火構造（集成材）」などがあります。 
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（２） 新庁舎の耐火性能と木造化について 

新庁舎は建物の配置次第で求められる耐火性能が変化しますが、本市の災害対策本部機能を

有する重要な施設となることから、初期消火対策（消火栓やスプリンクラーなど）に加え、準

耐火構造以上の耐火性能を目標とし、防耐火性能の高い建物とします。 

なお、準耐火構造の木造庁舎の建設コストについては、建物の設計にもよりますが、近年整

備された木造庁舎の事例を確認すると、概ね 400～500 千円/㎡程度（デフレーター補正前）と

見られ、鉄骨造・鉄筋コンクリート造等と同程度になると想定されます。 

ただし、木造化した場合には、地域産材を活用した木造庁舎とすることで、地域活性化事業

債等、有利な起債を活用することができるため、他の構造とした場合と比較して財政への影響

を緩和することが可能と考えられます。 



 

（参考資料）建築物の木造化・木質化に活用可能な補助事業・制度等一覧（令和６年度事業・制度 概算要求版）（林野庁） 




